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脱炭素宣言、三重県地球温暖化対策総合計画

三重県では、2050年までに県域からの温室効果ガス

の排出実質ゼロをめざす「ミッションゼロ 2050 みえ

～脱炭素社会の実現を目指して～」を宣言

脱炭素宣言（令和元年12月）

三重県地球温暖化対策総合計画（令和３年３月策定、令和５年３月改定）
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2021年度から2030年度までの10年間

計画期間

2030年に三重県がめざす姿：

県民一人ひとりが脱炭素に向けて行動する持続可能な社会

基本的な方向

① 温室効果ガス排出量を削減する「緩和」と、気候変動影響を軽減する「適応」

を、気候変動対策の両輪として施策を推進します

② ＳＤＧｓの観点をふまえた環境、経済、社会の統合的向上をめざします

③ さまざまな主体との協創を重視します

④ 新型コロナウイルス危機からの復興を気候変動対策とともに進めます



温室効果ガスの削減目標
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 具体的な削減目標を掲げ、各主体が目標を共有しながら取組を推進することが重要

 削減目標については、国の目標（46％削減）をふまえつつ、2030年度のＢＡＵ 排

出量（追加的な対策を講じなかった場合の排出量）から国の対策による削減効果と

三重県の対策による削減効果を積み上げて設定

2030年度における三重県の温室効果ガス排出量を2013年度比で 47％削減

（千t-CO2）

（年度）



三重県庁の取組

4

県の事務事業に伴う温室効果ガスの排出を 2013年度比５２％削減

削減目標

主な削減取組

 県有施設全体に2030年度までにLED照明を導入する取組を進めます。

 公用車の新規購入・更新の際には原則電動自動車とします。

 県有施設への自家消費型太陽光発電設備の導入を促進します。

 PPAモデル等による再エネ導入や県有施設での再エネ電力の調達を検討します。

 新規建築物については、原則ZEB oriented相当以上とすることをめざします。

（旧目標４０％削減）
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これまでの取組

さらなる取組！45,391

(77%)

▲23％

▲52％



削減に向けた取組
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産業・業務
部門

温室効果ガスの計画的な削減（計画書制度、アドバイザー派遣、ＺＥＢ）

環境経営の普及（脱炭素経営、テレワーク）

環境・エネルギー関連産業の振興

家庭部門
脱炭素型ライフスタイルへの転換（地産地消、エシカル消費）

住宅の脱炭素化（ZEH、省エネ家電、長期優良住宅）

運輸部門

移動・輸送の脱炭素化（次世代自動車、エコ通勤、再配達抑制、ゼロカーボンドライブ）

公共交通の充実（次世代モビリティ等）

道路交通流対策（交通渋滞の緩和、交通の円滑化）

部門・分野
横断的対策

再生可能エネルギーの普及促進（自家消費型太陽光発電設備、再エネ利用促進）

未利用エネルギーの利用促進（木質バイオマス、廃棄物）

市町における脱炭素への取組の促進（エネルギーの地産地消）

その他
メタン・一酸化二窒素の排出抑制（資源のスマートな利用）

フロン類の管理の適正化（維持管理技術水準、ノンフロン製品）

吸収源対策

森林の保全（森林管理、県産材の利用促進）

緑地保全・緑化推進（緑化活動、都市緑化）

環境保全型農業の推進

藻場づくりの推進

CO₂回収等に関するイノベーションの促進



COOL CHOICEの推進 ～みえ省エネ家電推進協力店舗～

・みえ省エネ家電推進協力
店舗で対象の省エネ家電
を購入いただいた県民の
方にキャッシュレスポイ
ント等をプレゼントする
キャンペーンを実施

・総申請数は １４，３５２件

・購入された省エネ家電の
数は１５，１８０件

・買い替えによるCO2 排出
削減効果は（１年あたり）
約２，０２４ t-CO2
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桑名市
（大山田団地周辺地区）

（浜島町、大王町、志摩町）

COOL CHOICEの推進 ～宅配事業者等と連携した再配達削減の取組～

不在率が
1.6％改善！

2021年6月:13.8％
2022年6月:12.2％
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地域脱炭素の推進のための交付金



削減に向けた取組

9

■太陽光発電設備等設置費（個人向け）補助金
太陽光発電設備等を購入し住宅に設置する県民に対して市町が

補助を行う場合、その事業で発生する経費に対して、補助金を交
付します。

■太陽光発電設備等設置費（事業者向け）補助金

自らが事業を営む事務所又は事業所の屋根等に太陽光発電
設備等を設置する場合、補助金を交付します。
太陽光発電設備：10kWから50kWまで
蓄電池 ：19万円/kWh以下

※地域脱炭素移行・再エネ推進交付金
（重点対策加速化事業）を使用しています。



削減に向けた取組
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■県有施設への再エネ導入の推進
初期投資が不要なＰＰＡ（電力販売契約）等を活用し、県有施

設への太陽光発電設備の導入により使用電力を脱炭素化

■県有施設でのゼロカーボンドライブの推進
ＥＶの導入と併せて、ソーラーカーポートと蓄電池を整備し、

創エネ・蓄エネによるゼロカーボンドライブを実現

ゼロカーボンドライブイメージ図
出典：中国電力HP「「完全自立型ＥＶシェアリングス
テーション」実証事業の開始について～ゼロカーボン・
ドライブの実現を目指します～」

太陽光発電のPPAモデルイメージ図
出典：環境省HP「再エネスタート はじめてみませんか 再エネ活用」
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地方公共団体実行計画の策定・取組状況
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三重県
（市町数）

事務事業編 区域施策偏

策定数 策定率 策定数 策定率

２９ 27 93% ８ 33%

地方公共団体実行計画（事務事業編）

地方公共団体実行計画（区域施策偏）

公共施設における再エネ・省エネ設備導入など、自らの事務及び事業に関する
温室効果ガス削減計画（すべての地方公共団体に義務付け）

事業者・住民等の取組も含めた区域全体の削減計画であり、以下4項目の施策と施
策の目標を定める。
①再生可能エネルギー導入の促進
②地域の事業者、住民による省エネその他の排出抑制の推進
③都市機能の集約化、公共交通機関、緑地その他の地域環境の保全の整備・改善
④循環型社会の形成
さらに、地域の再エネ事業（地域脱炭素化推進事業）の実施に関する要件（対象と
なる区域（促進区域）、事業に求める地域貢献の取組等）を定め、要件を満たす事
業計画について認定を行う。
（都道府県、施行時特例市等に義務付け、その他の市町村は努力義務）



地方自治体の状況に応じた取組と支援策のイメージ
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脱炭素先行地域の選定結果（第１回～第３回）


